
●令和４年度　監査テーマ　委託料に係る財務事務の執行について

○　包括外部監査結果に対する措置について                  

（２） 市長公室広報プロモーション課

令和3年度「広報ひらかた」配布業務委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

1

○本業務の仕様書には再委託を一般的に禁止する規
定が置かれているが、実際には、受託者は年度当初
から再委託を行っており、その承諾申請の手続も遅れ
ていたことは適切とはいえない。

広報プロモーション課

　令和５年４月にマニュアルを作成し、速やかな手続を
とるよう課内において周知を図った。
　また、仕様書の規定も修正を行い、令和５年につい
て、適正に再委託についての手続を行った。

措置・
改善
済

令和3年度点字版広報作成委託・令和3年度録音版広報作成委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

2

○個人情報仕様書に基づく作業責任者等の届出及
び誓約書の提出が業務着手後となっていたが、これら
の書類については、業務の着手に先立ち提出を受け
る必要がある。

広報プロモーション課

　令和５年４月にマニュアルを作成し、契約関係書類
については適正な時期に漏れなく提出を受けるよう課
内において周知を図った。
　令和５年度の個人情報仕様書に基づく作業責任者
等の届出及び誓約書について、適切に提出を受け
た。

措置・
改善
済

枚方市ホームページCMS更新等業務委託、枚方市公式ウェブサイトデザインテンプレート及び定住促進サイト制作業務委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

3

○枚方市ホームページCMS更新等業務委託（以下
「CMS委託」という。）の個人情報仕様書において、契
約書（約款）の条文番号の記載が「○○条」と記載され
ている箇所があるが、正確に契約書の条文番号を記
載しておく必要がある。

広報プロモーション課
　令和５年４月にマニュアルを作成し、マニュアル内に
条文番号の記載漏れについての記載も行い、課内に
おいて周知を図った。

措置・
改善
済

4

○CMS委託の仕様書に記載された作業内容のうち、
「JIS試験」が契約期間の終期である令和4年3月31日
までに完了せず、令和4年6月27日に完了したとのこと
であった。
○契約に含まれる作業内容について的確に進行管理
を行い、適切な履行期間を設定するとともに、必要が
ある場合には、予算の繰越手続を行った上で、適切な
時期に完了検査を行うよう、留意されたい。

広報プロモーション課

　委託契約にかかる作業については契約期間内に全
ての業務が完了することを基本に、厳正な進行管理を
行うとともに、監査結果を踏まえた適正な事務執行を
行うよう、令和５年４月にマニュアルを作成し、適切な
時期に完了検査を行うよう、課内において周知を図っ
た。

措置・
改善
済

項　目

再委託の承諾について
〔報告書65ページ〕

個人情報の取扱いに係る作業従事者等の届出の遅延
について
〔報告書68ページ〕

項　目

履行確認の不備について
〔報告書74ページ〕

項　目

仕様書の記載について
〔報告書73ページ〕



（３）総合政策部ＤＸ推進課（旧：ＩＣＴ戦略課）

共通的事項
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

5

○契約書の鑑において、契約保証金の免除の根拠号
数（枚方市契約規則第43条第1項）を誤って記載して
いる契約が見受けられたため、いずれの号に該当する
か、慎重に判断し、適用する必要がある。

ＤＸ推進課

　契約保証金の免除の適用については、枚方市契約
規則の根拠号数を担当職員と管理職員でダブル
チェックを行い、慎重に判断を行うよう徹底を図ることと
した。

措置・
改善
済

番号連携サーバ運用・保守委託及び無線アクセスポイント設置作業委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

7

○受託者から提出された再委託承諾申請書に日付の
記載がなかったり、書面による再委託の承諾が行われ
ていなかったりするものが見受けられたため、受託者
に対し、日付を記入するよう申し入れるとともに、再委
託承諾申請書が提出された場合は、申請内容を検討
し、問題なければ速やかに承諾し、書面により通知す
べきである。

ＤＸ推進課

　次回、契約締結を行う際には、受託者に対し、再委
託承諾申請書に日付を記入するよう申し入れるととも
に、再委託承諾申請書が提出された場合は、直ちに
供覧を行い、複数人で申請内容のチェックを行った
後、問題がなければ速やかに承諾し、書面により通知
を行うこととした。

措置・
改善
済

（４）市民生活部市民室

郵送請求対応業務委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

10

○個人情報の取扱いに係る誓約書には、会社名、所
属及び氏名の記載が求められているが、契約期間の
途中から従事することとなった1名の誓約書について、
氏名の記載のみとなっていた。誓約書が適切に記載さ
れていることを確認する必要がある。

市民課

　個人情報の取扱いに係る誓約書の記載が不十分で
あった件について、委託事業者より、適切に記載され
た誓約書の提出を受けた。
　また、令和４年度中より、委託事業者からの提出書類
について、監督職員、総括監督職員で供覧し、ダブル
チェックを行っている。

措置・
改善
済

北部支所空調設備保守点検委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

11

○本業務で提出された提出書類の日付はいずれも空
欄となっていたが、適時に提出・確認されているか確
認し、不当な操作が行われないよう、提出書類には日
付の記入を求める必要がある。

地域サービス課

　委託業者に対し、工程表や着手届、報告書などの提
出書類について、作成日付を記載するよう求めた。ま
た、各提出書類が提出され次第、収受印を押印の上、
職員間で速やかに供覧を行った。

措置・
改善
済

12

○本業務において、事前の承諾なしに再委託が行わ
れていたことが発覚した。
○履行確認において、提出を受けた報告書等に記載
された会社名を確認するとともに、再委託の事実が判
明した際には、速やかに再委託承諾申請書を求め、
再委託の内容に問題がないか確認することが必要で
ある。

地域サービス課

　各委託業務の契約締結に際し、委託先事業者に下
請負の有無について確認を行い、該当がある場合は
下請負（委任）承諾申請書の提出を求めた上で承諾
書の交付を行った。令和５年度以降においても、業務
報告書が提出された場合は、新たな再委託先事業者
の記載がないか確認を行い、該当の事実が判明した
場合は速やかに再申請を求める。

措置・
改善
済

項　目

提出書類の日付について
〔報告書98ページ〕

再委託の承諾漏れについて
〔報告書98ページ〕

項　目

契約書における契約保証金の記載について
〔報告書81ページ〕

項　目

再委託に係る申請書への日付記載と承諾通知につい
て
〔報告書86ページ〕

項　目

個人情報の取扱いに係る誓約書の記載について
〔報告書95ページ〕



津田支所清掃委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

13

○約款において受託者は契約締結後すみやかに工
程表を提出することになっているが、工程表が提出さ
れていなかった。約款に提出を求める規定を置いてい
る以上、提出書類の漏れがないか、確認する必要があ
る。

地域サービス課

　約款に定める工程表など必要な書類の提出を受け
た。
　今後は、提出書類の漏れがないようチェックリストを
作成し、担当職員と支所長でダブルチェックを行うなど
確認を徹底し、再発防止に努める。

措置・
改善
済

14

○本業務において、社印が押印された同じ請求書を3
部受領しており、1部は日付が記入されており、2部は
未記入となっていた。
○請求書原本が複数存在することは不適切な処理に
用いられる可能性もあることから、提出を求める書類は
原本1部のみとすべきである。

地域サービス課

　提出書類一覧表の注意書きをもとにチェックリストを
作成し、当該書類の提出受領後に、担当職員と支所
長でダブルチェックを行うなど確認を徹底し、再発防
止に努める。
　なお、委託業者に対しても、注意書きのとおり、作成
部数が複数枚となる書類を提出する場合、原本は１部
のみとし、残りを原本の写しとすることを伝えた。

措置・
改善
済

（５）総務部総務管理室

共通的事項
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

15

○庁舎周辺施設等警備委託及び庁舎樹木剪定除草
等管理委託において、社印が押印された同じ請求書
を3部受領しており、1部は日付が記入されており、2部
は未記入となっていた。
○請求書原本が複数存在することは不適切な処理に
用いられる可能性もあることから、提出を求める書類は
原本1部のみとすべきである。

総務管理課

　請求書原本1部と写し1部の収受とした。委託業者に
対しては、提出書類一覧表の注意書きのとおり、押印
必要書類の提出は原本を１部とし、残りの書類につい
ては写しとすることを伝えた。また、提出一覧表をもと
にチェックリストを作成し、当該書類の受領後に不備が
ないか、担当職員と他の職員にて確認を行い再発防
止に努める。

措置・
改善
済

庁舎清掃業務委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

16

○本業務の入札参加書類のうち、従事予定の者が枚
方市内に居住していることの確認のため提出されたマ
イナンバーカードのコピーについて、個人番号がマス
キングされていない状態で契約課に保管されていた。
○入札参加書類の保管時に不必要な個人情報はマ
スキングすることや、本人確認に不必要な情報はマス
キングされた状態で入手するといった運用が必要であ
る。

契約課

　本業務の入札参加書類については、直ちにマスキン
グ処理を施した。
　個人番号が記載された書類は、原則として提出を求
めないこととし、個人番号が記載された書類の提出を
求めるしかない場合は、個人番号にマスキングを施す
ことを入札の実施要領に明記することとした。なお、従
前、業務責任者の雇用関係を確認するための書類の
提出を求めるに当たり、健康保険被保険者証につい
ては「保険者番号」、「被保険者等記号・番号」及び
「QRコード」にマスキングを施すこと、健康保険・厚生
年金保険被保険者標準報酬決定通知書については
「被保険者整理番号」及び「基礎年金番号」にマスキン
グを施すことを、入札の実施要領に明記している。

措置・
改善
済

庁舎樹木剪定除草等管理委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

19

○本業務で提出された提出書類の日付はいずれも空
欄となっていたが、適時に提出・確認されているか確
認し、不当な操作が行われないよう、提出書類には日
付の記入を求める必要がある。

総務管理課

　委託業者へは工程表や着手届、報告書などの提出
書類の作成日付の記入を求めた。また、管理委託一
覧表を作成し、提出書類に不備がないかのチェック項
目を設け確認を行っている。

措置・
改善
済

項　目

複数の請求書原本の存在について
〔報告書103ページ〕

項　目

特定個人情報の管理について
〔報告書104ページ〕

項　目

提出書類の日付について
〔報告書106ページ〕

項　目

工程表の徴取について
〔報告書99ページ〕

複数の請求書原本の存在について
〔報告書99ページ〕



（６）健康福祉部福祉事務所障害企画課及び障害支援課（旧：障害福祉担当）

障がい者福祉システム運用保守委託他
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

20

○障がい者福祉システムの令和3年度障害福祉サー
ビス等報酬改定の対応に係る改修委託及び令和3年
度税制改正による他課用賦課マスタ変更に伴う障害
福祉システムの改修委託について、再委託の事実が
あるにもかかわらず、再委託承諾申請書が提出されて
おらず、承諾の決裁も存在していない。必ず、再委託
の承諾手続を行う必要がある。

障害企画課

　令和４年度分、障がい者福祉システムの改修委託等
については、契約締結時に再委託の実施意向につい
て確認を行い、再委託承諾申請書の提出を求めたう
えで、承諾の決裁手続を遺漏なく行った。

措置・
改善
済

21

○障がい者福祉システムの令和3年度障害福祉サー
ビス等報酬改定の対応に係る改修委託において、再
委託先の従業員から個人情報保護に係る誓約書（作
業従事者用）が入手されていない。
○作業従事者の自覚を促す意味から、当該委託業務
に従事する全ての従業員から誓約書を入手する必要
がある。

障害企画課

　令和４年度分の、障がい者福祉システムの改修委託
等においては、再委託の確認を行った際には、再委
託先の従業員から個人情報保護に係る誓約書（作業
従事者用）を入手した。

措置・
改善
済

（７）環境部循環型社会推進室東部資源循環センター（旧：施設管理室東部清掃工場担当）

広域廃棄物埋立処分場焼却灰処分委託
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

22

○本業務は、大阪湾広域臨海環境整備センターの定
める契約書の様式により契約を締結しており、契約書
においては契約保証金に係る記載がなく、回議書に
おいても契約保証金についての言及がないまま、契約
保証金が免除されている。
○契約保証金は徴取することが原則で、要件に該当
すれば必ず免除されるという趣旨ではないことから、受
託者からの申請に基づき、東部資源循環センターに
おいて決裁を行った上で、契約保証金を免除すること
とすべきである。

東部資源循環センター

　令和５年度の大阪湾広域臨海環境整備センターとの
契約締結における決裁にて、枚方市契約規則第43条
第1項9号に該当するため契約保証金を免除する旨を
記載した。

措置・
改善
済

枚方市東部清掃工場溶融飛灰処分委託

23

○約款や仕様書に基づく提出書類について入手され
ていないものが見受けられたため、約款や仕様書で提
出を求めているものについては入手するよう改め、入
手する必要がないのであれば、実態に合わせ仕様書
を変更する必要がある。

東部資源循環センター

　令和４年度の受注者に対して未提出の書類を督促
し、全ての提出書類を確認した。令和５年度の委託仕
様書及び約款について再確認を行い、チェックリストを
作成し、全ての提出物の提出確認ができるように改善
を行った。

措置・
改善
済

24

○受託者より提出された連絡体制図において業務代
行として記載されている事業者について、契約書にお
ける契約当事者にはなっておらず、再委託の承諾の
手続も実施されていなかったため、必要な手続を行う
ことが求められる。

東部資源循環センター

　令和４年度の受注者に対して下請負（委任）承諾申
請書の提出を指示し、提出を受けた。
　以後、全ての委託についても問題ないことを確認し
た。

措置・
改善
済

項　目

再委託承諾申請の提出及び承諾について
〔報告書118ページ〕

誓約書（作業従事者用）の入手について
〔報告書118ページ〕

項　目

契約保証金の免除に係る決裁について
〔報告書125ページ〕

契約書及び仕様書における提出書類の不備について
〔報告書127ページ〕

再委託の承諾について
〔報告書128ページ〕



25

○枚方市は、処分業務を担う事業者、収集運搬業務
を担う事業者のそれぞれと本業務に係る契約を締結し
ているが、令和元年度以前の同種の契約において
は、「処分料、収集運搬料を一括して処分業務を担う
事業者に支払う」という覚書が存在していた。この覚書
は、令和2年度以降の契約では存在しないこととなった
が、契約課と東部資源循環センターの連携が十分で
なかったため、東部資源循環センターでは、従来どお
りの覚書が締結されているものと誤認し、処分業務を
担う事業者に処分料と収集運搬料を合算した金額を
支払っていた。
○処分業務を担う事業者は、収集運搬業務を担う事
業者への支払を行っており、実質的な問題はないこと
が確認できたが、この支払方法は、契約書と合致して
いない。
○令和4年度中に灰溶融炉が休止されることに伴い、
当該委託業務は、令和4年度末をもって終了する。し
かし、廃掃法の規制等により、今後、同様の契約形態
が発生する場合には、契約手続等に与える影響に留
意されたい。

東部資源循環センター

　令和４年11月以降、契約書の記載に従い、処分料と
収集運搬料をそれぞれの受注者に支払うよう手続を
行った。
　なお、溶融飛灰の処分業務については、令和4年度
末で事業が終了した。
　今後、同様の契約形態が発生した場合でも、契約書
の記載どおりの手続を行う。

措置・
改善
済

令和2年度枚方市東部清掃工場清掃業務委託（3年契約）
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

26

○本業務は仕様書において日報や報告書の提出を
求めておらず、清掃の実施を確認し得る証跡が残され
ていない。また、清掃の立会や検査も実施していない
ため、確認が何も行われていない状況である。
○日報の提出、作業への立ち会い、清掃実施後の検
査などにより、仕様書で求める日常清掃及び定期清掃
がなされていることを確認すべきである。

東部資源循環センター
　令和5年度の委託仕様書において報告書の様式を
定め、4月分の日報・月報提出を確認し、定期清掃時
には職員による全日立ち会いを実施済。

措置・
改善
済

令和3年度枚方市東部清掃工場公害分析計保守点検委託

27

○日常点検については、仕様書上2週間に一度実施
することとされているが、契約締結後に提出された工
程表上、実施日が月に1回分しか記載されていない。
○実際には実施しており、工程表上、記載していない
だけとのことであったが、明確に記載しておくべきであ
る。

東部資源循環センター

　令和４年度の受注者に対して、工程表に日常点検が
未実施との誤解が生じないように、点検実施日と点検
実施内容が明記されたものを提出するよう伝え、提出
を受けた。
　受注者から書類の提出があった際は、担当職員で内
容を確認し、職員間で速やかに供覧を行う。

措置・
改善
済

28

○仕様書における点検項目を明確化した上で、点検
業務終了後に提出される現地作業報告書を日常点検
及び定期点検で実施した項目とその結果がわかるよう
な様式に改めるべきである。

東部資源循環センター

　令和５年度の委託仕様書において、点検実施項目
の全てを明記し、現地作業報告書を点検種別ごとに
区分けして、点検実施項目と点検種別が一致するよう
に様式を変更した。

措置・
改善
済

委託料の支払方法について
〔報告書129ページ〕

項　目

清掃業務の実施確認及び仕様書への明記について
〔報告書131ページ〕

工程表における点検実施日の記載について
〔報告書133ページ〕

現地作業報告書における点検種別の記載について
〔報告書134ページ〕



（８）都市整備部施設整備室

共通的事項
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

29

○改修工事に係る実施設計委託業務において、アス
ベスト調査が含まれており、受託者は専門業者に再委
託しているが、再委託承諾申請書が提出されないまま
再委託により業務が実施されているものが見受けられ
た。
○約款における再委託に関する条項においては、仕
様書において指定した軽微な部分に関するものにつ
いて再委託承諾申請手続は不要とされているが、仕
様書を確認しても、当該調査業務について軽微な部
分として指定する記載はなく、本来的には再委託承諾
手続が必要であったと考えられる。

建築課

　公共建築設計業務委託共通仕様書（国土交通省）
に準じて、軽微な部分に該当する業務内容を仕様書
に記載した。
　また、軽微な業務を第三者に委託する場合は、再委
託承諾手続を不要とし、軽微な業務以外は、再委託
承諾手続を必要とすることを仕様書に記載した。

措置・
改善
済

学校空調設備保守点検業務委託

30

○契約保証金を枚方市契約規則第43条第1項第2号
（工事履行保証契約）により免除しているが、本来同項
第1号（履行保証保険）による免除とすべきものが見受
けられた。

契約課

　あらかじめ落札者に契約保証の種類を確認の上、当
該契約保証の種類に応じた免除条項を記載した契約
書を準備しているが、実際に証書等の提出があった際
に、再度、契約書記載内容と突合した上で交付するこ
ととした。

措置・
改善
済

（９） 土木部みち・みどり室

共通的事項
№ 監査結果（要旨） 担当部署 結果への対応（R5.4末現在） 区分

31

○みち・みどり室では再委託の申請に対する承諾を口
頭により行っており、書面による承諾の通知が行われ
ていなかったが、約款では、「指示及び協議の書面主
義」についての規定が置かれており、再委託の承諾は
書面により行う必要がある。

維持補修課
工事委託課

　再委託の申請に対する承諾について、その他委託
業務請負契約様式集（令和５年以降）様式-6再委託
承諾申請書（申請用・承諾用）により書面で承諾を
行った。

措置・
改善
済

枚方市プレーパーク運営委託

33

○本契約においては、枚方市契約規則第43条第1項
第8号を適用し、契約保証金を免除しているが、契約
書の鑑には、「契約規則第43条第1項第6号により免
除」と記載されているため、正しい免除事由を記載す
る必要がある。

道路公園管理課

　令和５年度からの契約において、契約書の鏡に「契
約規則第43条第1項第8号により免除」と明記した。
　今後も契約締結時には、担当職員及び管理職員に
おいて枚方市契約規則を確認する。

措置・
改善
済

項　目

再委託承諾申請書の提出漏れについて
〔報告書139ページ〕

契約保証金免除条項について
〔報告書144ページ〕

項　目

再委託の承諾通知について
〔報告書150ページ〕

契約書における契約保証金の記載誤りについて
〔報告書155ページ〕



34

○本業務の履行確認については、ひらかたプレー
パーク実行委員会の会員名簿や規約は入手している
が、これまで、収支決算報告書は入手していなかっ
た。また、みち・みどり室において検査調書や検査台
帳は作成されていなかった。さらに、書面による検査結
果通知書も受託者に交付していなかった。
○みち・みどり室においては、今回の契約事務の不備
について把握しているわけではなく、令和3年度から導
入された内部統制のリスク評価においても特段の記載
はなかったが、今後、関係所管課の意思疎通を円滑
にして内部統制の運用に実効性が上がるように対応
する必要がある。

道路公園管理課

　収支決算報告書を入手し出来高内訳書の内容との
整合性を確認した。また、検査調書、検査台帳、検査
結果通知書を作成し書面により通知した。
　内部統制のリスク評価の項目についても再確認を行
い、今後も引き続き履行確認を適切に行っていく。

措置・
改善
済

(10) 総合教育部おいしい給食課

第三学校給食共同調理場警備委託

39

○本業務では、受託者からの請求書が3枚（いずれも
法人印の押印があるもの）提出されており、そのうち2
枚はおいしい給食課で保管され、1枚は会計課で保管
されるという扱いになっていた。
○請求書原本が複数存在することは不適切な処理に
用いられる可能性もあることから、提出を求める書類は
原本1部のみとすべきである。

契約課

　令和５年４月に、受注者から市に提出する必要があ
るとしていた文書について、提出を不要とするもの、必
ず提出することを要するもの、監督職員の指示があれ
ば提出するものに分類整理し、提出部数についても、
１部又は原本と写しの２部に見直した。その上で、提出
書類一覧表を契約課ホームページに掲載するととも
に、庁内への周知も図った。この中で、請求書は原本
及び写し１部の提出とした。

措置・
改善
済

(11) 学校教育部学校教育室教育研修課（旧：教育研修担当）

GIGAスクールサポーター業務委託

40

○本業務の業務履行方式のうち、「検証校方式」につ
いて、契約締結時に取り交わした業務委託仕様書に
は、全く記載がなく、事後に仕様書の変更も行われて
いないが、受託者が業務委託契約に基づいて提供し
なければならない委託業務は何かという部分を少なく
ない範囲で変更しているものであり、契約当事者間で
決定した事項を、書面により明確にしておく必要が
あったといえる。

教育研修課

　仕様書にはスケジュールの予定を掲げていたが、契
約後の協議時点にスケジュールが確定したため、契約
当事者間で決定した内容を書面により明確にし双方
で共有した。
　今後も同様に対応する。

措置・
改善
済

ひらかたプレーパーク実行委員会の履行確認について
〔報告書155ページ〕

部分払における請求書の枚数について
〔報告書181ページ〕

契約締結後における業務履行方式の変更について
〔報告書184ページ〕


